
自分のこと 

０８-０１ 

自分がどのように生まれ育ったのかわかりません 

どうすれば自分の生まれや育ちがわかるのですか 

自分の名前は 

 

名付
な づ け

親
おや

の思い 

（普通は両親） 

 

 

 

 

自分のことを 

知りたい 

 

何を見たら 

いいの 

 

 

 

 

「戸籍」とは 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

「住民票」とは 

ぼくは  ○○田○○雄です 

わたしは ○川 ○○美です 

名付
なづけ

親
おや

はどんな思いで名前をつけたのでしょう 

１ 名付親が生活するうえで大事にしていること。 

たとえば  誠実
せいじつ

 勤勉
きんべん

 愛
あい

 温
あたた

かい 平和
へいわ

の文字を入れた名前 

      誠一  勉 愛梨  温子  和夫 

２ あなたの将来を思って 

たとえば  未来
みらい

 希望
きぼう

 豊
ゆた

かさ 輝き
かがやき

の文字を入れた名前 

      未来  望  豊和  優輝 

自分の名前は名付け親から愛情もって命名されたことはわかりました。 

親や施設の先生から聞く機会はありましたが、親のこと、祖父母のこと兄弟の

こと、生まれたところなど自分について知りたいことがいっぱいあります。  

 

あなたのこと（いつ生まれた・誰から生まれた・どこで生まれた・誰が出生届

を出したのか等）がしっかり記録されているのが戸籍
こ せ き

です。戸籍は身分
みぶん

登録
とうろく

制度
せいど

で日本国民の身分
みぶん

関係
かんけい

「 出 生
しゅっしょう

・婚姻
こんいん

・死亡
しぼう

」等を時系列
じけいれつ

に正確に登録したも

のです。自分で内容を確かめるのもいいですね。 

 

日本国民の家族的関係を明確にするために、夫婦
ふ う ふ

と未婚
み こ ん

の子を一つのグループ

として氏名・生年月日・その続柄
ぞくがら

を記載して 公
おおやけ

に証明
しょうめい

している文書です。 

本籍地
ほんせきち

  戸籍が管理されている場所のこと 

筆頭者
ひっとうしゃ

  戸籍の最初に記載されている人のこと 

      夫婦の戸籍では結婚したときに苗字
みょうじ

が変わらなかった人 

戸籍
こ せ き

全部
ぜ ん ぶ

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

  戸籍に含まれる「全員分」を写したもの 

戸籍
こ せ き

個人
こ じ ん

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

  戸籍に含まれる「一人分」だけを写したもの 

取寄
と り よ

せ先 本籍地がある市町村の住民課  

必要な時 パスポートを作るとき 相続をするとき   

 

 

その市町村に住む人の氏名や生年月日、住所などの情報
じょうほう

を個人ごとに 公
おおやけ

に

まとめた帳簿で、その市町村に住んでいることを証明するものです 

「居住
きょじゅう

関係
かんけい

の公証
こうしょう

」と言われ個人ごとに作成されたものが世帯ごとにまとめら

れています。 

世
せ

 帯
たい

   住所及び生計
せいけい

をいっしょにする集団（一般的には家族）のこと 

世帯
せ た い

主
ぬし

    世帯の中心となる人のこと 

取寄せ先
と り よ せ さ き

  住んでいる市町村の住民課 

必要な時   車の免許を取るとき 就職のとき アパート賃貸契約を結ぶとき 



          （戸籍全部
ぜ ん ぶ

事項
じ こ う

証明
しょうめい

）見本 

 

本
ほん

 籍
せき

 

筆頭者
ひっとうしゃ

 

 

愛知県名古屋市昭和区福江二丁目３－３ 

平成
へいせい

 秋穂
あ き ほ

 

戸籍事項 

転籍 

【転籍日】平成２０年５月２３日 

【従前戸籍】東京都港区麻布十番 

戸籍に記録されている者 【名】 秋穂 

【生年月日】昭和４９年５月５日  【配偶者
はいぐうしゃ

区分】夫 

【父】 平成 夏雄 

【母】 平成 冬子  

【続柄】二男 二男で出生 

身分事項 

  出生 

 

 

婚姻 

【出生日】昭和４９年５月５日 

【出生地】北海道札幌市中央区 

【届出日】昭和４９年６月１０日 

【届出人】父 

【婚姻日】平成１０年１０月１０日 

【配偶者氏名】江戸 愛子 

【送付を受けた日】平成１０年１０月１０日 

【受理者】東京都港区長 

【従前戸籍】北海道札幌市中央区 平成夏雄 

戸籍に記録されている者 【名】 愛子 

【生年月日】昭和５５年２月２日  【配偶者区分】妻 

【父】江戸 幸太郎 

【母】江戸 はな 

【続柄】長女 長女で誕生 

身分事項 

出生 

 

 

 

婚姻 

【出生日】昭和５５年２月２日 

【出生地】鹿児島県鹿児島市 

【届出日】昭和５５年２月１０日 

【届出人】父 

【送付を受けた日】昭和５５年２月１０日 

【婚姻日】平成１０年１０月１０日 

【配偶者氏名】平成 秋穂 

【送付を受けた日】平成１０年１０月１０日 

【受理者】東京都港区長 

【従前戸籍】鹿児島県鹿児島市 

 お父さんです 

お母さんです 

 

お母さん方の 

おじいちゃんと 

おばあちゃんです 

 

お父さん方の 

おじいちゃんと 

おばあちゃんです 

 

お母さんの誕生日 

 

お父さんの誕生日 

 

お父さんと 

お母さんが 

結婚した日です 

 

おじいちゃん

の本籍地です 

 



 戸籍に記録されている者 

 

 

 

【名】 良夫
よ し お

 

【生年月日】平成１５年２月２日    

【父】平成 秋穂 

【母】平成 愛子 

【続柄】長男 

身分事項 

出生 

【出生日】平成１５年２月２日 

【出生地】東京都港区 

【届出日】平成１５年２月２日 

【届出人】父 

【送付を受けた日】平成１５年２月１０日 

戸籍
こ せ き

にそれぞれの出 生
しゅっしょう

・結婚
けっこん

・転籍
てんせき

・死亡
し ぼ う

等
とう

の身分
み ぶ ん

事項
じ こ う

が記載
き さ い

されています 
おじいちゃん、おばあちゃんの名前も記載されています。 

戸籍からわかること 

１ 平成
へいせい

秋穂
あきほ

(父)さんは北海道札幌
さっぽろ

市内の病院で昭和４９年に 

  出生しました。 

おじいさんの名前は夏雄さん おばあさんの名前は冬子さん。 

 

２ 江戸
え ど

愛子
あいこ

(母)さんは鹿児島県鹿児島
か ご し ま

市内の病院で昭和５５年に出生しました 

おじいさんの名前は幸太郎さん おばあさんの名前はとめさん 

 

３ 平成秋穂さんと江戸愛子さんは東京で生活していた平成１０年に結婚しました。 

 

４ 二人の間に良夫君（あなた）が長男として平成１５年に誕生しました。 

あなたは東京の港区内の病院で生まれています。 

 

５ 平成２０年におとうさんが会社の転勤
てんきん

で名古屋に来たので 

本籍地
ほんせきち

を 東京都港区麻布十番から名古屋市昭和区に移しました 

（現在の本籍地は名古屋市昭和区福江二丁目３－３） 

 

６ 戸籍の筆頭者
ひっとうしゃ

（代 表 者
だいひょうしゃ

）は平成秋穂さんです 

 

７ この戸籍には秋穂父さん 愛子母さん 良夫君の３人の生まれてからの出来事が 

  すべて記録されています。 

本籍地がわからない場合 

 あなたが住んでいる市町村の窓口で住民票を取ります。その際、「本籍地」「筆頭者名」欄に 

印を入れると「本籍地」「筆頭者名」が記載された住民票を手にすることができます。 

パスポートを作るときや、結婚のときに必要なので、一度取寄せてみるのもいいですね。 

 

あなたです 

あなたが生まれた

病院の所在地です 

おとうさんが 

あなたの出生を

届けています 

あなたの誕生日です 



世帯主はお父さん

すです 

 

 住民票  見本 

住 所 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目３－３ 福江荘２０４ 

世帯主 平成
へいせい

 秋穂
あきほ

                世帯主とは代表者の意味です 

１ 

氏 名 平成
へいせい

 秋穂
あきほ

 個人番号 マイナンバー 

  生年月日 昭和４９年５月５日 性別 男 

続 柄 世帯主 住民になった年月日 平成２０年５月２３日 

前住所 東京都港区麻布十番   平成２０年５月２３日転居届出 

本 籍 名古屋市昭和区福江二丁目３－３ 筆頭者 平成 秋穂 

備 考  

 

２ 

氏 名 平成
へいせい

 愛子
あ い こ

 個人番号 マイナンバー 

  生年月日 昭和５５年２月２日 性別 女 

続 柄 妻 住民になった日 平成２０年５月２３日 

前住所 東京都港区麻布十番   平成２０年５月２３日転居届出 

備 考  

 氏 名 平成
へいせい

 良夫
よしお

 個人番号 マイナンバー 

  生年月日 平成１５年２月２日 性別  男 

続 柄 長男 住民になった日 平成２０年５月２３日 

前住所 東京都港区麻布十番   平成２０年５月２３日転居届出 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します    名古屋市昭和区長 

 

住 民 票
じゅうみんひょう

は住民（あなた）の居住
きょじゅう

の記録を証明
しょうめい

します  
１ 住民票からわかること 
１）名古屋市昭和区福江のアパート（会社の社宅）に親子３人が住んでいます。 

２）平成２０年５月２３日に親子３人が東京から名古屋に引っ越してきました。 

３）世帯
せたい

主
ぬし

（代表者）は平成秋穂さんです。 

４）世帯主と一緒に住んでいるのは妻の愛子さんと長男の良夫（あなた）です。 

５）申し出があれば、住民票に個人番号（マイナンバー）と本籍地も載せてくれます。 

 

 ２ あなたが DV 等の被害者
ひがいしゃ

で加害者
かがいしゃ

からの住民票の閲覧
えつらん

・取寄
とりよせ

等を拒否
き ょ ひ

したいとき 

   「DV 等支援
し え ん

措置
そ ち

」の申し出をすることができます 

 配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力（DV）、ストーカー行為、親からの虐待
ぎゃくたい

などを受けていて  

加害者から身を隠
かく

したいあなた。 

でも、住民票からあなたの住んでいる場所がわかってしまうことがあります。 

そんな時は住んでいる市町村の窓口に申し込んで加害者（暴力をふるう人・スト

ーカーをする人・虐待をする人）があなたの住民票や戸籍を見たり、取寄せたりすること 

  を拒否（制限）することができます。そのことを「DV 等支援措置」と言い、それをする 

と安心して生活できます。心配な人は住民票がある市町村に相談してください。 



自分のこと 

０８-０２ 

親戚
しんせき

がたくさんいます。どの人を何と呼んでよいかわか

りません。続柄
ぞくがら

を教えてください  
 

 

 祖父
そ ふ

・祖母
そ ぼ

  あなたのお父さんやお母さんの親のことです  

 

伯父
お じ

・叔父
お じ

  あなたのお父さんやお母さんの男のきょうだいです 

        お父さんやお母さんより年上
としうえ

のきょうだいを伯父
お じ

  年下
としした

が叔父
お じ

 

 

伯母
お ば

・叔母
お ば

  あなたのお父さんやお母さんの女のきょうだいです 

お父さんやお母さんより年上のきょうだいを伯母
お ば

 年下が叔母
お ば

。 

 

従兄弟
い と こ

   あなたのお父さんやお母さんのきょうだいの子ども（男）です 

  従姉妹
い と こ

   あなたのお父さんやお母さんのきょうだいの子ども（女）です 

 

   甥
おい

    あなたのきょうだいの子ども（男）です 

   姪
めい

    あなたのきょうだいの子ども（女）です 

 

 

あなたのこと 



自分のこと 

０８-０３ 

役所に住 民 票
じゅうみんひょう

を取りに行くと、本人であることがわかる書

類（本人
ほんにん

確認書
かくにんしょ

）を見せて下さいといわれました 
すること 相手 その内容 

本人
ほんにん

確認書
かくにんしょ

 

が必要です 

 

 

本人
ほんにん

確認
かくにん

書
しょ

類

の例です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時にも 

提示が必要 

市町村 

窓口 

あなたに成りすました人が不正
ふせい

に、住 民 票
じゅうみんひょう

の写しや戸籍
こせき

謄本
とうほん

を請

求することを防止するために、書類を申請する時は必ずあなたである

ことを確認する書類が必要になります。 

 

１ １点で確認できるもの（顔写真つき） 

 １）マイナンバーカード 

 ２）運転
うんてん

免 許 証
めんきょしょう

 

 ３）パスポート 

 ４）在 留
ざいりゅう

カード 

 ５）国や地方自治体が発行した免 許 証
めんきょしょう

や資格
しかく

証 明 書
しょうめいしょ

 

 

２ ２点で確認できるもの 

 １）医療保険資格確認書 

 ２）介護保険者証 

 ３）年金
ねんきん

手帳
てちょう

 

 ４）社 員 証
しゃいんしょう

（顔写真つき） 

 ５）その他 名前や生年月日が確認できるもの 

 

本人確認書類を見せます 

１）銀行等の窓口で預金
よ き ん

を引き出すとき 

２）中古品をお店に売るとき（ブックオフ・コメ兵等） 

３）遺失物
いしつぶつ

が発見された場合に受け取るとき（警察・交通機関窓口） 

４）警察官に職務
しょくむ

質問
しつもん

されたとき 

５）たばこやアルコール飲料を購入するとき 

６）ポイントカードの入会手続きのとき 

７）年齢を確認するとき 

 

 

 

 



自分のこと 

０８-０４ 
戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

（戸籍全部事項証明書）が必要です 

窓口に行かなくても取り寄せる方法はありませんか 
すること 相 手 その内容 

郵便
ゆうびん

による 

取り寄せ 

市町村 

窓 口 

１ 役所の窓口受付は平日の９時から１７時が普通です 

  仕事が忙しくて休みが取れない時は、郵便で必要な書類を取り寄

せてみましょう。 

２ 取り寄せ可能な書類 

 １）戸籍
こせき

全部
ぜ ん ぶ

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

・戸籍
こ せ き

個人
こ じ ん

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

・戸籍
こせき

の附票
ふひょう

 

 ２）身元
みもと

証 明 書
しょうめいしょ

 

 ３）住民票の写し等 

３ こんな時 

  不動産の名義変更 預貯金払戻し 車の名義変更 

  生命保険の請求 など 

３ 申請方法 

 １）取り寄せる市町村のホームページで申請方法を検索
けんさく

します。 

 ２）市町村窓口に連絡し、発行
はっこう

手数料
てすうりょう

、申
しん

請書
せいしょ

の内容、本人確認書

類のこと、申請先
しんせいさき

をあらかじめ確認します。 

 ３）郵便局の窓口で役所からきいた発行手数料に相当する 

「定額
ていがく

小為替
こ が わ せ

」を購入します。 

 ３）申請書
しんせいしょ

・返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に必要事項を記入します 

 ４）往信用
おうしんよう

封筒
ふうとう

に申請書、返信用封筒、「定額小為替」 

   返信用の切手および本人確認できる書類（写）を入れて 

発送します。これで完了です。 

 ５）名古屋市の場合（郵送での申請） 

   住民票（写）・戸籍全部（個人）事項証明書・身元証明書の 

交付申請 

〒456-8502 名古屋市熱田区神宮三丁目 1 番 15 号  

証明書交付センター 宛 電話 683-9532 

６）その他の市町村の申請先 

   市町村のホームページや窓口でしっかり確認してから申請して

ください。特に申請先や手数料をしっかり確実。 

  

郵便で取り寄せＯＫ 

戸籍全部事項証明書

のことです。 



自分のこと 

０８-０５ 

私は外
がい

国籍
こくせき

ですが あと数か月で施設を巣立ちます 

在留
ざいりゅう

カードの更新
こうしん

手続きなどをおしえてください 

ことがら そ  の  内  容 

 

外国人として 

の登録･管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれくらいの

外国人が日本

にいますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人は在留

の期間が決め

られています 

 

 

 

 

 

 

１ 日本人は「戸籍法
こせきほう

」による戸籍
こせき

制度
せいど

で登録･管理されています。 

２ 外国人は「出 入 国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

及び難民
なんみん

認定法
にんていほう

」で登録・管理されています。 

３ 中長期で日本で生活している外国籍の人には「在留カード」が交付されます。 

国 籍 関係する法律 届出する所 証明書等 

 

日本国籍 

の人 

1.戸籍法
こせきほう

 

2.住 民
じゅうみん

基本
きほん

台 帳 法
だいちょうほう

 

市町村窓口 

●戸籍
こせき

全部
ぜ ん ぶ

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

 

●戸籍
こせき

の附票
ふひょう

 

●住 民 票
じゅうみんひょう

の写し 

 

 

 

外国籍 

の人 

1. 出 入 国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

及 び

難民
なんみん

認定法
にんていほう

 

2.出入国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

に関する

特例法
とくれいほう

 

3. 住 民
じゅうみん

基本
きほん

台 帳 法
だいちょうほう

 

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

 

（地方） 

●在 留
ざいりゅう

カード 

 

市町村窓口 

●特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

証明書
しょうめいしょ

 

●住 民 票
じゅうみんひょう

の写し 

1.居住地が変わった時の

届出 

2.住民票の交付申請等は 

市町村窓口で行います 

                        出入国在留管理庁資料 

２０２４年末に中長期
ちゅうちょうき

在留者
ざいりゅうしゃ

と特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

あわせて約 3７７万人です。 

３年連続で過去最多を更新しています。 

国籍別では   

１中国 ２ベトナム ３韓国 ４フィリピン ５ネパール ６ブラジルの順 

都道府県別では  

１東京都 ２大阪府 ３愛知県 ４神奈川県 ５埼玉県の順 

在留資格別では 

１永住者 ２技能実習 ３技術・人文知識・国際業務 ４留学 ５家族滞在の順 

愛知県内には約３３万人の外国人が暮しています。あなたもその中の一人ですね。 

 

１ おじいちゃんが外国籍で、ずっと外国籍の家族として日本国内で生まれて生活

している子ども。 

２ 最近、日本国内で生まれた外国籍の子ども。 

３ おじいちゃんたちが外国に渡り、その地で日系
にっけい

三世
さんせい

として生まれ、その後に来

日して生活している外国籍の子ども。 

  世界はグローバルな時代で、日本でもたくさんの外国籍の大人や子どもが生活

しています。そして、その人たちは、在留資格により、日本で生活できる期間

が決められています。 

それを「在 留
ざいりゅう

期間
きかん

」といいます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な 

在留
ざいりゅう

期間
き か ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留期間の 

更新
こうしん

等
とう

手続
て つ づ

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格 ど ん な 人 た ち 在留期間 

（居住資格） 

永住者
えいじゅうしゃ

 

●法務
ほ う む

大臣
だいじん

が永住を認めた人。 

●昭和２０年以前から日本に住み、サンフランシス

コ講和
こ う わ

条約
じょうやく

（昭和２７年）により日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を失っ

た後も、日本に住んでいる台湾
たいわん

、朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

出身者
しゅっしんしゃ

とその子孫
し そ ん

（特別永住者） 

制限はありま

せん 

永住者の

配偶者
はいぐうしゃ

等
など

 

●永住者等と結婚している人および永住者の子と

して日本国内で生まれそのまま日本にいる人 

５年、３年 

１年、６ヶ月 

日本人の

配偶者
はいぐうしゃ

等
など

 

●日本人と結婚している外国籍の人および日本人

の子どもとして出生した人 
５年、３年 

１年、６ヶ月 

定住者
ていじゅうしゃ

 

●法務大臣が在留
ざいりゅう

期間
き か ん

を指定して居住
きょじゅう

を認めた人 

（例）第三
だいさん

国
ごく

定住
ていじゅう

難民
なんみん

 日系
にっけい

３世（ブラジル等） 

中国
ちゅうごく

残留
ざんりゅう

邦人
ほうじん

等 

５年、３年 

１年、６ヶ月 

１ 在 留
ざいりゅう

期間
きかん

更新
こうしん

許可
きょか

申請
しんせい

 

あなたは１６歳の時に写真がついた「在 留
ざいりゅう

カード」を作っていますが、 

その在留カードに、あなたの「資格」に応じた在留期間が表示されています。 

期限の切れる前に更新手続きが必要です。 

 

在留資格の更新は下記の場所で行います 

名古屋
な ご や

出 入 国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

（名古屋市内に住んでいる人） 

電話 0570-052259 

  住所 名古屋市港区正保町５―１８   

  交通 あおなみ線 「名古屋競馬場前」駅下車  徒歩１分 

注意 更新の２～３ヶ月前に事前連絡し必要な事柄を確認してください 

 

２ 特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

証明書
しょうめいしょ

の更新
こうしん

 

  特別永住者は在留期間の更新は必要ありませんが 

７年ごとに「特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

証明書
しょうめいしょ

」の更新が必要です。 

更新は住んでいる市町村の窓口で行います。 

  

３ 在留カードの紛失
ふんしつ

・盗難
とうなん

・破損
はそん

などがあったとき 

  外国人
がいこくじん

在 留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター  電話 0570-013904   

  ただちに、連絡して手続きを確認してください。 

  以前、私は街中で在留カードを拾ったことがありますが、失くした人は大慌て

だったでしょう。生活するうえでとても困ります。大事に扱ってください。 

 



 

在留カードに

書かれた内容 

 

 

在留カードの

携帯義務 

 

 

 

外国人と 

しての福祉や

権利 

 

 

 

その他 

「在留
ざいりゅう

カード」や「特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

証明書
しょうめいしょ

」に書かれていること 

 １）名前 ２）生年月日 ３）国籍  ４）住居地  ５）在留資格 

 ６）就 労
しゅうろう

制限
せいげん

の有無
う む

  ７）在 留
ざいりゅう

期間
きかん

 ８）カード有効期間 

 

日本に在留する外国人には「在留カード」の携帯
けいたい

が義務
ぎ む

つけられています。 

役所などの公的機関から提示
ていじ

要 求
ようきゅう

があった場合は提示しなければなりません。 

なお「特別永住者証明書」の携帯
けいたい

義務
ぎ む

はありません（長い間日本に住んでいるためです） 

 

日本人と同じ社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せいど

が利用できます。 

医療
いりょう

保険
ほけん

、年金
ねんきん

保険
ほけん

等に加入できますし生活
せいかつ

保護
ほ ご

を受給することもできます。 

ただし参政権
さんせいけん

はありませんので、長く日本に住んでいても国や地方自治体が行う

選挙の投 票
とうひょう

や選挙への立候補
りっこうほ

はできません。 

 

在留期間を超えているのに更新等をしていない場合は不法
ふ ほ う

滞在
たいざい

となり、強制的に

国外
こくがい

退去
たいきょ

させられるほか、罰則
ばっそく

が有りますので更新は忘れずにしてください。 

 

特別永住者証明書            在留カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留カードなどを持っている人たちには 

それぞれに「国と国との歴史
れ き し

」や 

「家族としての長い生活史
せいかつし

」があります。 

あなたも少し勉強してみるのもいいですね。 



自分のこと 

０８－０６ 
選挙
せんきょ

の通知
つ う ち

（入 場 券
にゅうじょうけん

・案内
あんない

）が届きました。 

はじめての選挙、どうしたらよいでしょうか。 
すること 相 手 そ  の  内  容 

選挙権
せんきょけん

と 

被
ひ

選挙権
せんきょけん

 

 

 

選挙豆知識 

 

 

 

 

選挙の種類 

 

 

 

投票所入場券 

・投票所案内 

 

 

投票場所と 

投票時間 

 

   

期日前
きじつまえ

投票
とうひょう

 

制度
せ い ど

の利用
り よ う

 

市町村

選挙管理

委員会 

国民は１８歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶ権利が 

与えられます。それが「選挙権
せんきょけん

」です。 

少しあとの年齢になると、今度は選挙に立候補してみんなの代表に 

なることができます。それを「被
ひ

選挙権
せんきょけん

」といいます。 

 

第１回衆院議員選挙が行われた１８９０年当時、選挙権があるのは国

税を１５円以上納めている満２５歳以上の男子に限られていました。

終戦後の１９４５年に満２０歳以上の男女すべてが選挙権を得るこ

とになり２０１８年には「選挙権」の１８歳への引き下げが行われま

した。 

 
１ 衆議院議員選挙   ２ 参議院議員選挙 

 ３ 都道府県知事選挙  ４ 都道府県議会議員選挙 

 ５ 市区町村長選挙   ６ 市区町村議会議員選挙 

＊ 衆議院議員選挙の時には、最高裁判所の裁判官の国民審査が行われます。 

 

１ 市町村は「選挙権」のある人すべてに対して、投票日前に 

「投票所
とうひょうじょ

入 場 券
にゅうじょうけん

」を郵送します。 

送付対象者は満１８歳以上の日本国民で、引き続き３ヶ月以上そ

の市町村内に住んでいる人（住民票のある人）です。 

 

２ 投票所入場券にはあなたの「投票する場所」と「投票できる時間」

が指定してあります。指定された場所と時間で投票してください。 

  投票場には必ず送られてきた入場券を持参してください 

  そして投票することであなたの意思をしめしてください 

 

３ 仕事や旅行などで、指定された場所・日時で選挙できない方のた

めに期日前
きじつまえ

投 票
とうひょう

制度
せいど

があります。利用してください。 

１）投票できる期間  選挙告示
こくじ

日
び

から選挙の前日まで 

２）投票できる場所  市町村に設けられた場所 

（名古屋市では各区役所に１ヶ所） 

３）投票できる時間  ８時３０分～２０時００分 



自分のこと  

０８-０７ 

わたしは「愛護
あ い ご

手帳
てちょう

」を持っています。 

福祉を利用するための大事な書類だと聞いていますが 

ピーンときません。内容を教えてください。 
 

 

 

障がい別

手帳
てちょう

種類
しゅるい

 

 

  

 

手帳の 

意 味 

 

 

   

愛護手帳に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手帳の種類 どんな人が持っているのか 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 体の機能
きのう

に障がいがあり日常生活に支援が必要な人 

愛護
あいご

手帳
てちょう

 知的機能
きのう

に障がいがあり日常生活に支援が必要な人 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

 精神的な病気があり日常生活に支援が必要な人 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

は、単にその人の ①身体的
しんたいてき

 ②知的
ちてき

 ③精神的
せいしんてき

 な能 力
のうりょく

・状態
じようたい

 

を判定
はんてい

するためのものではありません。 

手帳を持つ人が「社会の中で その人らしく生活するために」どんなサービスが

必要か、どんなお手伝いができるか等社会のみんなで考えるためにあります。 

 

１ 全国的には「療 育
りょういく

手帳
てちょう

」と呼ばれていますが、名古

屋市では「愛護
あいご

手帳
てちょう

」といいます。 

人はだれでも「得意
とくい

なこと」「苦手
にがて

なこと」「できるこ

と」「できないこと」があります。どんなに頑張
がんば

っても

「計算が苦手」「新聞やむずかしい本が理解できない」

「仕事で指示されたことが理解しにくい」といったことがあると 

生活するときや会社で働くときに支障
ししょう

があり、とても困ってしまいます。 

そのことを知的
ちてき

に障 害
しょうがい

があるといい、愛護手帳はそれらの人が持つ手帳です。 

 

愛護
あいご

手帳
てちょう

があると、あなたの特性
とくせい

を周りの人に理解してもらえます。 

また、生活や仕事でできないところを協力してもらいやすくなります。 

２ 愛護手帳があるとこんなサービスが受けられます 

生 活 

１ 外出するときにヘルパーさんに付き添ってもらえます。 

２ 掃除や料理をするときはヘルパーさんが協力してくれます。 

３ 交通運賃の割引があります。 

４ 名古屋市に住んでいる人は「福祉
ふ く し

特別
とくべつ

乗車券
じょうしゃけん

」がもらえます。 

５ 名古屋市に住んでいる人は「市立
し り つ

公共
こうきょう

施設
し せ つ

」が無料で入場できます。 

住まい 
１ グループホームで生活することができます。 

 

お 金 
１ お金の使い方や管理について協力してもらえます。 

２ 市県民税などが安くなります。 

お仕事 
１ 会社の仕事が上手くできるよう支援してもらえます。 

２ ハローワークの窓口では専門の人からていねいな相談が受けられます。 

 



３ サービスを受けたい（協力してほしいと思った時）場合  

だまっていては、せっかくのサービスが使えません。 

  生活や仕事で困ったことがあったら、ぜひ相談してください。 

 そのサービスは「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」に基づいたもので          

区役所の窓口に内容がわかる「パンフレット」があります。 

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている      

人も同様です。 

困らないように、ぜひ内容を確認しておきましょう。 

 

  １）相談先  

●各区役所の福祉課
ふ く し か

障害
しょうがい

福祉係
ふくしかかり

・各支所の福祉係
ふくしかかり

 

   ●各区にある「障害者
しょうがいしゃ

基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センター」 

    センターは障害のある方の身近な相談窓口で、みなさんの地域での生活

自立と社会参加のお手伝いをするところです。 

 

４ 手帳の更新
こうしん

（再判定
さいはんてい

）について  

５年ごとにおこないます。名古屋市においては更新
こうしん

時期
じ き

の２～３ヶ月前に下

記のところに相談してください。 

 

  １）各区役所の福祉課
ふ く し か

障害
しょうがい

福祉係
ふくしかかり

・各支所の福祉係
ふくしかかり

 

  ２）名古屋市
な ご や し

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

（サンハート） 

    名古屋市熱田区千代田町 20-26 電話 052-678-3810 

 

５ その他の場合     各区役所の福祉課
ふ く し か

障害
しょうがい

福祉係
ふくしかかり

・各支所の福祉係
ふくしかかり

 

１）再交付
さいこうふ

の申請  手帳を紛失
ふんしつ

したり、破
やぶ

れてしまったりした場合 

２）名前が変わった場合（婚姻したとき） 

３）住所が変わった場合（転居したとき） 

     

６ とても大切なものです 

  手帳は「個人
こじん

情 報
じょうほう

」です。役所では「身分
みぶん

証 明
しょうめい

」にも使えます。 

とても大事なものです。しっかり保管してください。 

 


